
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かすみがうら市議会 文教厚生委員会資料 

令和６年８月１９日 教育委員会スポーツ振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かすみがうら市教育委員会 

学校・地域・行政との連携 

・部活動の良さの継承・発展 

・多様化するニーズに応える 

・タイムマネジメントの育成 

・持続可能な部活動の構築 

・教員の時間外労働の縮減 

・地域クラブ活動による新たな価値の創造 

休日の 

※Ｒ６実証事業は女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、卓球（霞ヶ浦）、 

女子バレーボール（霞ヶ浦）、卓球（千代田義務）の５団体 

問い合わせ  かすみがうら市教育委員会 スポーツ振興課 

        〒300-0134 かすみがうら市深谷 3719番 1号   029-898-9907 

 かすみがうら市では、これまで学校の教育活動と
して、生徒の自主的・自発的な参加によって行われ
てきた部活動の意義や良さを継承しつつ、子どもた
ちが参加するスポーツ・文化芸術活動を持続可能な
ものとすることを目指し、中学校・義務教育学校に
おける部活動の改革を推進していきます。 

部員が少なくて、

チームができない 

競技経験のない

教員が顧問にな

り苦労している 

自分の学校にやり

たい部活動がない 

よくある問い合わせ 

Q:地域クラブでは、学校の部活

動以外の種目も活動すること
ができますか。 

 Q&A 

A:「部活動の地域移行」と「持続可能

な部活動」の両観点から、かすみが

うら市立中学校（義務教育学校含

む）にある部活動なら、自分の通う

学校にない種目でも他校において

参加が可能になります。 

Q:地域クラブの活動はどのよう
に選択すればよいですか。 

A:かすみがうら市では、学校で所属

している部活動と同じ種目の地域

クラブへの参加を奨励しますが、

異なる種目に参加したり、休日の

地域クラブのみに参加したり、休

日の地域クラブには参加せず余暇

の時間を確保したりすることなど

が考えられます。 

Q:地域クラブに入会する時期に
期限はありますか。 

A:事業は年度ごととなるため、部活

動同様に年度当初の入会（R６につ

いては事業開始時）を前提として

おりますが、入会は任意であり、時

期についても特別な制限はありま

せん。 

Q:地域クラブでは誰が指導にあ
たるのですか。 

A:専門的な知見を持つ地域指導者が

行いますが、地域指導者には兼職

兼務の許可を得た教職員も含まれ

ます。特に移行期間については、部

活動との指導の一貫性等の観点か

ら兼職兼務を希望する教職員を中

心に配置します。 

Q:地域クラブでは、参加費用が
かかりますか。 

A:大会参加については、大会運営側

の体制整備状況にもよるため、当

面の間は学校単位（部活動として）

の参加を基本としています。地域

クラブでは、休日の練習や練習試

合を実施します。今後の整備状況

により、地域クラブとして参加す

る大会も出てくる可能性がありま

す。 

Q:地域クラブの活動で事故等が
発生した場合の責任の所在は

どうなりますか。 

A:運営する団体が責任を負うことに

なるため、学校管理下での事故が

対象となる災害共済給付と別に、

運営団体を通して活動内容に見合

った保険への加入が必要です。 

Q:地域クラブの活動においても
「総合的なガイドライン

（国）」や「部活動運営方針
（県・市）」等が定める活動時
間や休養日を遵守しなければ

ならないですか。 

A:学校管理下ではないため、運営方

針等は適用されませんが、その趣

旨となる、成長期にある生徒の健

康やバランスの取れた生活への配

慮、平日と休日の活動時間のバラ

ンスをとるなどの観点から、地域

クラブにおいても、ガイドライン

等に準拠して活動することが適切

であると考えます。 

Q:部活動はなくなるのですか。 

A:現在は、休日部活動の移行を段階

的に進めています。平日はこれま

で通り部活動を行うため、当面の

間は部活動が併存します。 

Q:途中で他の地域クラブに替え
ることはできますか。 

A:参加は任意ですので、基本的には

制限ありませんが、責任感や連帯

感の涵養や好ましい人間関係を構

築の観点からは、学校部活動と同

様、同じクラブで一定期間は活動

を継続することを推奨します。 

Q:地域クラブに入っても、部活
動の大会へは参加できます
か。 

A:クラブ活動にかかる費用は受益者

負担が原則です。保険料を含む年

会費 ２,000 円のほか、活動費と

して月 ２,000 円を想定していま

す。実証期間中は公費による負担

を見込んでおり、令和６・７年度も

公費負担を検討中です。 

A:平日に学校の部活動をこれまで通

り行っている場合は、学校の部活

動として大会等に参加することは

可能となります。学校での部活動

が単独で組めない、入りたい部活

が自分の通う学校ないが、他校に

ある場合は、合同チーム（複数校で

チームを編成）や拠点校として学

校の部活動として参加することも

可能です。 

Q:休日は地域クラブで活動して

いても、大会等には学校の部
活動で参加することはできま
すか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次年度以降も実証期間は公費負担を検討中 

かすみがうら市地域クラブ活動推進協会 

※かすみがうら市教育委員会が主導して立ち上げた任意団体です 

R5 R6 R7 R8 

  先行実施（実証事業） 準 備 

 

      追加・拡充  

全部活動 準備 

準備 

～活動日～ 

週１回 
原則、土・日のいずれか 

 

～活動時間～ 

３時間程度 

～活動内容～ 

基礎練習 
応用練習 

習熟度別練習 
練習試合 

～活動場所～ 

市内中学校等 
または市公共施設 
※拠点校の主会場以外の  

 活動場所となる場合も

あります 

～指導者～ 

各競技の競技経験 
各競技の指導経験 
中学生の指導経験 
教員免許 
等をもつ者 

 

かすみがうら市地域クラブ「ＮＥＸＵＳかすみがうら」バンク指導者バンク 

 
部活動指導員 地域人材 指導を希望する教員 

（兼職兼務） 

休日完全移行 
国の改革推進期間 

実証事業では、部活動との
指導の一貫性等に配慮し、
兼職兼業を希望する教員等

を中心に配置します。 

＝ＮＥＸＵＳ         

かすみがうら会費＝ 

 〇年会費 ２，０００円 

  ※スポーツ保険料含む 

 〇活動費 月２，０００円 

クラブ活動にかかる
費用は受益者負担が

原則であるため、会費
を事務局の運営費や
指導者謝金等に当て

ていきます。 

活動する人数が増える

ことで、練習の質が上

がったり、競争心が生

まれたりし、競技力の

向上につながります。 

競技や中学生への指導

についての専門的な知

見を持つ指導者から指

導を受けられます。 

これまで競技経験のな

い部活の顧問を担って

いた教員の大きな負担

軽減ともなります。 

自校に部活動がない

競技への参加機会が

生まれます。 

多様な人とのかかわりに

より人間性が向上します。 

【検討協議会】 
・実証クラブ
の検討 

＜スポーツ保険について＞ 

 地域クラブ活動では、学校で

加入している災害共済給付制

度が適用されません。地域クラ

ブ活動（活動場所への移動含

む）でのケガや事故等に対する

傷害保険及び賠償責任保険へ

の加入が必要となります。 

※指導者も指導中の事故等に備え

加入が必要です。 

地域クラブとは…  

 これまで学校教育の一環として行われてきた部活

動を学校教育から切り離し、地域で支える活動へと

移行したものを指します。  

 地域と学校、行政が連携して支える仕組みであり、

それぞれの理解と協力が求められます。活動の目的

としては、学校教育の一環である部活動に近い反面、

運営方法については民間のクラブチーム等に近いた

め、その中間に位置付けられるものとなります。  

【通年での実証】 
・５実証クラブ

＋α 
・新入生加入 
・９年生の対応 
・総体、新人戦 

令和６・７年度は 

会費なし 

【実証５クラブ】 
・女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 
・女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 
・女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

(霞中) 
・卓球（霞中、千義） 

「かすみがうら市地域クラブ活動」の  

基本的な考え方（県に準する）  

(1)  地域の生徒を地域で育てることができ

る体制を、社会総がかりで整備し、支援す

る。  

(2)  生徒が希望する活動を選択できる環境

を保障するとともに、勝利至上主義による

活動過多を抑制する。  

会費分を全額 

公費で負担 

 


